
新型コロナウィルス（コクレ県、エレーラ県、ロス・サントス県 

における経済活動の拡大） 

 

令和２年７月２２日  

在パナマ日本国大使館 

 

２１日、スクレ保健大臣は記者会見にて、新型コロナウィルス感染件数の減少

が見られるコクレ県、エレーラ県、ロス・サントス県において、現在認められて

いるブロック２までの経済活動に加えて、７月２７日より以下の経済活動を認

める旨発表しました。 

①自動車販売 

②保健省が認可する民間セクター建設工事 

③専門・管理サービス業 

 なお、保健省はこれらの再開される経済活動が続けられるよう、衛生対策等の

遵守についての監視を行うとしています。 

 

以上 


